
 

 

 

 
 

 
 

 １ 概要 

〔目的〕東京湾などの閉鎖性水域において、排水濃度規制に加えて、水域 

全体の汚濁負荷の総量の計画的削減を図る制度 
 

〔計画等の策定〕 

国（５年ごとに改定） 都 

  

  

 

〔対象項目〕 化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、窒素含有量、りん含有量 

 
  
 ２ 総量削減計画案の概要 

(1) 都内（東京湾流域地域に限る）から排出される汚濁物質の削減目標量 
 単位：トン/日 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 目標達成のための主な施策 

ア 下水道 

    ・設備の更新・改良等による処理効率の向上、及び、準高度処理等 

の導入を推進  

 

 

 第８次計画 （参考） 第７次計画 

Ｈ31年度目標 Ｈ26年度実績 Ｈ26年度目標 

ＣＯＤ ４６ ４７ ５３ 

窒素含有量 ６０ ６１ ６６ 

りん含有量 ４．７ ５．０ ４．８ 

水 質 総 量 削 減 制 度 に つ い て（概要） 

 

｢第８次総量削減計画｣の策定   

 

発生源別の削減目標量や 

目標達成の方途を示す。 

「総量規制基準」の設定 

→国が定める範囲内で設定 
「総量規制基準に係る範囲」の

告示（上限値・下限値） 

「総量削減基本方針」の策定 

ＣＯＤ（化学的酸素要求量）、 

窒素含有量及びりん含有量の 

都府県別の削減目標量や削減 

に関する基本事項等を示す。 
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イ 生活排水対策 

・下水道計画がない地域における合併処理浄化槽の設置、適正な 

維持管理の実施 

ウ その他 

・総量規制基準適用事業場に対する規制の徹底 

・底質のしゅんせつ、及び、海浜や浅場の整備の実施等による、 

汚濁負荷の削減や自然の浄化能力の向上 

３ 総量規制基準（案）の概要 

総量規制基準（一日に排出が許容される汚濁物質の総量） 

＝ 各事業場の一日の排水量 × 該当業種の基準濃度（Ｃ値） 

○Ｃ値は、環境大臣が２１５業種を対象に、それぞれの上限値及び

下限値を定め、知事がこの範囲内で設定

○国はＣ値の上限値及び下限値を見直し、昨年９月に告示

○その結果、し尿処理業のりん含有量について、国が上限値を厳しく

したため基準を見直し、その他の業種の基準を据え置く。

４ スケジュール 

平成 28年 10月 12日 東京都環境審議会への諮問

平成28年10月19日    水質土壌部会における審議① 

平成28年11月30日 計画案及び基準案に対するパブリックコメント募集 

～12月21日   〔結果〕応募件数 ２件  資料４－４参照 

平成29年2月3日    水質土壌部会における審議② 

東京都環境審議会における審議（答申） 

平成29年2月～3月  区市町村長への意見照会 

平成29年3月  環境大臣協議 

平成29年6月 「第８次総量削減計画」公告・「総量規制基準」告示 
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